
（平成２５年７月２４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認中国地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件



                      

中国（鳥取）厚生年金 事案 2869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47年４月６日から同年 12月６日までの期

間及び48年４月６日から同年12月６日までの期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社

における資格取得日に係る記録を 47 年４月６日、資格喪失日に係る記録を同

年 12月６日、資格取得日に係る記録を 48年４月６日、資格喪失日に係る記録

を同年12月６日とし、47年４月から同年８月までの標準報酬月額を２万8,000

円、同年９月から同年 11月までの標準報酬月額を３万円、48年４月から同年

11月までの標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 46年 12月１日から 49年４月１日まで 

 私は、昭和 46年４月１日から 49年３月 31日までＡ社に継続して勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、調

査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が所持している「臨時的任用職員の採用について（通知）」及び「辞

令書」、申立てに係る事業所の承継事業所であるＢ社（以下「承継事業所」と

いう。）から提出された「辞令履歴簿」並びに承継事業所の回答から、申立人

は、申立期間のうち、昭和 47 年４月６日から同年 12 月５日までの期間及び

48年４月６日から同年 12月５日までの期間について、申立てに係る事業所に

臨時的任用職員として勤務していたことが確認できる。 

また、申立人が所持している上記通知には、「健康保険および厚生年金保険

には加入」と記載されている上、承継事業所から提出された「臨時的任用職員

取扱要領」には、「臨時的任用職員は、法令の定めるところにより、健康保険

及び厚生年金保険の被保険者となるものであること。」と規定されている。 

  



                      

さらに、申立期間当時、申立てに係る事業所を所管していたＣ社は、「人事

記録等の関連書類から、申立人は辞令履歴簿及び辞令書で臨時的任用職員とし

て勤務が確認できる期間について、厚生年金保険料を控除されていたと考えら

れる。」と回答していることから、申立人は、申立期間のうち、昭和 47年４月

６日から同年 12 月６日までの期間及び 48 年４月６日から同年 12 月６日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が所持している「辞令書」

等により確認できる日給額から、昭和 47年４月から同年８月までは２万 8,000

円、同年９月から同年 11 月までは３万円、48 年４月から同年 11 月までは３

万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社

は、確認できる関係資料は残っていないが、給与から控除した厚生年金保険料

については機械的に納付しており、申立人に係る保険料についても社会保険事

務所（当時）に納付したはずであると回答しているが、申立期間における申立

てに係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票の健康保険被保険者番

号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失わ

れたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届及び被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、い

ずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人の昭和

47年４月から同年 11月までの期間及び 48年４月から同年 11月までの期間に

係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 一方、申立期間のうち、昭和 46年 12月１日から 47年４月６日までの期間、

同年 12月６日から 48年４月６日までの期間及び同年 12月６日から 49年４月

１日までの期間については、時期は異なるが、申立てに係る事業所に勤務して

いた者から、臨時的任用職員としての任用期間以外も継続して勤務し、同様の

給与を支給されていたとする供述があるものの、承継事業所は、申立人の申立

期間のうち、臨時的任用期間以外の期間に係る勤務実態については不明である

上、厚生年金保険料の控除を確認できる資料は無い旨回答している。 

このほか、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、ほかに

保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

  



                      

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 46年 12月１日から

47 年４月６日までの期間、同年 12 月６日から 48 年４月６日までの期間及び

同年12月６日から49年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

中国（山口）厚生年金 事案 2870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 35 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 10年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 35年７月１日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 33 年８月にＣ社（現在は、Ｄ社）に入社し、同社Ｅ支店で勤

務していた。35 年７月に同社Ｅ支店がＡ社として独立した後も、36 年４月

に退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社及びＡ社における同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間にお

いてＡ社に勤務していたことが推認される。 

また、申立人と同様に、昭和 35 年７月１日にＣ社における厚生年金保険被

保険者資格を喪失し、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった同年 10 月１

日に同社における同被保険者資格を取得していることが確認できる同僚から

提出されたＡ社の社名が記載された同年６月分から同年 10 月分までの給料支

払明細書において、申立期間の厚生年金保険料が控除されていることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務し、

申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、同

社は昭和 35年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間

  



                      

に適用事業所であった記録は確認できないものの、同社の商業登記簿によると、

その設立年月日は同年６月３日であるとともに、複数の同僚の供述により、同

社には常時５人以上の従業員が勤務していたことが推認できることから、当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断され

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給料支払明細書において、

厚生年金保険料は翌月控除であったものと推認され、Ｃ社における資格喪失時

（昭和 35 年６月）からＡ社における資格取得時（昭和 35 年 10 月）までの全

ての期間に係る厚生年金保険料控除額は同額であり、その金額に見合う標準報

酬月額はＣ社における資格喪失時の標準報酬月額と一致していることから、申

立人についても、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和

35年６月の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、当時の資料を保管していないため、不明であるとしているが、

Ａ社は、申立期間において適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事

務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主

は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

  



                      

中国（広島）厚生年金 事案 2871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（Ｂ本社）における資格喪失日に

係る記録を昭和 45年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ社Ｂ本社から同社Ｃ事業部に所属が変更になった時の申立期間の厚生

年金保険の加入記録が欠落しているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及びＡ社の回答から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｂ本社から同社Ｃ事業部に異

動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ本社）におけ

る昭和 45 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明としているが、事業主が保管する健康保険厚生年金保険被保

険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が昭和 45年３月 31日となってい

ることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年３月の厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  



中国（岡山）国民年金 事案 1457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年２月から８年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成５年２月から８年 11月まで 

私は、夫が 60 歳になった平成５年＊月に役場から国民年金加入について

の通知が送付されてきたため、加入手続を行い、毎月、申立期間の国民年

金保険料を役場の窓口で納付していた。 

１年程前に領収書は廃棄したが、納付していたことは間違いなく、申立

期間について国民年金保険料納付記録が無いことに納得できない。納付す

る必要がない第３号被保険者期間に納付した国民年金保険料を還付してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の年金手帳の記録を見ると、申立期間を含む昭和 61 年４月から平成

８年 11 月までの期間は第３号被保険者として取り扱われていたことが確認で

き、これは申立人に係るＡ町（現在は、Ｂ市）の国民年金個人台帳の記録及

びオンライン記録と一致している。第３号被保険者は、制度上、国民年金保

険料を納付する必要が無いことから、申立人に対して納付書が発行されてい

たとは考え難い。 

また、申立人の年金手帳、上記国民年金個人台帳及びオンライン記録にお

いて、申立人に係る被保険者の種別を第３号被保険者から第１号被保険者に

変更する等の処理が行われた形跡は見当たらない。 

さらに、申立期間を含む昭和 50 年 11 月以降、申立人はＡ町の同一住所に

居住しており、同町が申立人に複数の国民年金手帳記号番号を払い出すこと

は考え難い上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記

録により申立人の氏名検索を行っても、別の国民年金手帳記号番号が払い出

  



された形跡は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



中国（広島）国民年金 事案 1458 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年１月から５年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 40年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成４年１月から５年９月まで 

私は、会社を退職した後、平成４年１月頃にＡ区役所において国民年金

の加入手続を行い、毎月、Ｂ郵便局で国民年金保険料を納付していた。さ

らに、結婚後には保険料を一括で納付した記憶もあるのに、申立期間の国

民年金保険料が未納とされているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿における

申立人の前後の記号番号の被保険者の第３号被保険者資格取得の処理日等か

ら、平成７年 10 月頃にＣ市において払い出され、同時期に加入手続が行われ

たものと推認されることから、申立人は、この加入手続において、厚生年金

保険被保険者資格を喪失した４年１月１日に遡って国民年金被保険者資格を

取得し、納付することが可能であった５年 10 月以降の国民年金保険料を納付

する一方で、申立期間の保険料については、時効により納付することができ

なかったものと考えられる。 

また、申立人は、会社を退職した後、国民年金の加入手続を行い、毎月、

郵便局で保険料を納付していたとしているが、その加入手続及び保険料納付

の記憶は明確ではない。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録に

よる氏名検索を行っても、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

  



中国（広島）厚生年金 事案 2872（広島厚生年金事案 579、1272、1942、2180 及

び 2450の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 36年 10月から 38年６月まで 

    私は、申立期間当時、Ａ社Ｂ出張所で班の帳付として働いていた。申立期

間における厚生年金保険料の控除については元労務担当者が証言をしてく

れているにもかかわらず、認められないのは納得できない。 

基幹要員は厚生年金保険に無条件で加入することとされており、別の班の

帳付であった同僚には加入記録があるのに、私に記録が無いことに納得でき

ないので、再度、審議してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 第１回目から４回目までの申立てにおける申立期間は、申立期間①は昭和

33年４月から 35年 10月まで、申立期間②は同年 10月から 36年５月まで、

申立期間③は同年５月から同年 10 月まで、申立期間④は同年 10 月から 38

年６月までであったが、第１回目の申立てについては、ⅰ）社会保険事務所

（当時）が保管しているＡ社Ｃ支店及び同社Ｄ支店の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立期間について申立人の記録は無いこと、ⅱ）同社本

社では、当時の記録が無いため、厚生年金保険の加入の有無は不明であると

していること、ⅲ）申立期間当時、申立人と同じ班で基幹要員であったとす

る３人は、申立人と同様に厚生年金保険の記録が無く、同社では、基幹要員

であっても必ずしも厚生年金保険に加入させていなかったことが推認でき

ることなどから、既に年金記録確認第三者委員会（当時）の決定に基づき、

平成 21年３月 26日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

第２回目の申立てでは、申立人は、ⅰ）申立期間④当時のＡ社Ｂ出張所の



労務担当者から、申立人が厚生年金保険に加入していたことを裏付ける供述

が得られたこと、ⅱ）昭和 28 年の社会保険庁（当時）の通達により、基幹

要員は厚生年金保険に無条件で加入することとされたこと、ⅲ）同社が資格

取得届を提出しないまま、厚生年金保険料を控除していた可能性があること、

ⅳ）社会保険庁が廃棄処分した紙台帳の中に申立人の記録があった可能性が

あること等を主張し、再申立てを行っている。 

しかしながら、ⅰ）申立人が名前を挙げたＡ社Ｂ出張所の元労務担当者は、

「原則、基幹要員は厚生年金に加入することになっており、申立人が加入し

ていた可能性は高いと思うが、申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ていたかどうかは、はっきり覚えていない。」としているほか、新たに申立

人が名前を挙げた同僚のうち、回答のあった６人からは、申立人の厚生年金

保険の加入等について具体的な供述は得られず、申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことは確認できないこと、ⅱ）申立人が同期であっ

たと主張する４人も、申立人が勤務していたとする出張所等を管轄していた

同社Ｄ支店では厚生年金保険に加入していないこと、ⅲ）申立人が提出した

通達「国家公務員共済組合法の一部改正に伴い、国に使用される臨時職員等

に健康保険法、厚生年金保険法及び日雇労働者健康保険法を適用する件」（昭

和 28年９月９日付け保険発第 195号）の対象者は、「国に使用される者で

国庫から報酬を受ける非常勤職員、臨時職員等」とされており、同社から給

与を受けていたとする申立人は同通達の対象者ではないこと、ⅳ）申立人は、

申立期間において所属していたＥ班の後継事業所であるＦ社の代表取締役

であった平成７年当時、社会保険事務所から社会保険の適用除外の承認を受

けていた者について、資格取得漏れとして社会保険料等の納付指導を受けた

経緯があることから、Ａ社も申立期間当時、同様の取扱いをしていた可能性

があると主張するが、仮に、申立人が申立期間当時、社会保険の適用除外の

承認を受けていたとしても、事業主が厚生年金保険の適用除外者の給与から

厚生年金保険料を控除していたとは考え難いこと、ⅴ）社会保険庁が廃棄処

分した紙台帳は、昭和 32 年９月以前の加入者の記録であり、申立人の申立

期間に係る紙台帳が廃棄されたとは考え難いこと、ⅵ）第２回目の申立てで

追加された申立期間④のうち昭和 38 年５月及び同年６月については、前述

の元労務担当者の供述から、当該期間に申立人が同社Ｂ出張所に勤務してい

たことは推認できるものの、前記のとおり、当該労務担当者は、「申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていたかどうかは、はっきり覚えていな

い。」としていること、そのほかに年金記録確認第三者委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、既に同委員会の決定に基

づき、平成 22年５月 27日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

第３回目の申立てでは、申立人は、ⅰ）申立期間④について、厚生年金保



険料控除を示す資料としてＡ社Ｂ出張所の元労務担当者が新たに作成した

文書があること、ⅱ）申立期間④当時の同僚で世話役であった者の名前を新

たに挙げていること、ⅲ）申立期間①について、自身と働いていた現場は異

なるが、同期の同僚４人には、同社Ｃ支店での厚生年金保険の被保険者記録

があり、申立人が勤務していた同社Ｇ出張所も同社Ｃ支店が管轄する現場で

あったことから、申立人のみに記録が無いのは納得がいかないとして、再申

立てを行っている。 

しかしながら、ⅰ）申立人が名前を挙げたＡ社Ｂ出張所の元労務担当者が

新たに作成したとする文書は、個人名により平成 23 年２月３日付けで作成

されており、根拠となる具体的な被保険者期間や厚生年金保険料控除額等は

一切記載が無く、また、同社では、当時の記録が無いため、申立人の厚生年

金保険への加入の有無は不明であると回答していることなどから、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認することはできないこと、ⅱ）同社

Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保

険被保険者原票には、申立期間④において、新たに挙げた同僚の名前は見当

たらないこと、ⅲ）申立期間①において、同社Ｃ支店の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に申立人と同じ班で基幹要員であった者の名前は見当たら

ない上、同社本社によると、申立期間①当時の同社Ｇ出張所の管轄は、時期

は不明なものの、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に変更されていたとしている上、

申立期間①当時、申立人が同社Ｃ支店で厚生年金保険に加入していたことを

うかがわせる事情は見当たらないことなどから、既に年金記録確認第三者委

員会の決定に基づき、平成 23年３月 17日付けで、年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

第４回目の申立てでは、申立人は、基本方針の「第１ 基本的考え方」、

「第３ 判断の基準」及び「別表２」の肯定的な周辺事情の例に基づき、再

度、審議してほしいとしており、特に、「別表２」の肯定的な周辺事情の例

として、申立期間④に係るＡ社Ｂ出張所の元労務担当者が文書等で、「厚生

年金保険料を申立人から徴収した。」と供述していることを挙げ、再申立て

を行っている。 

しかしながら、これまでの申立人に係る申立てに対して、年金記録確認第

三者委員会は基本方針に基づいて審議を行っており、肯定的な周辺事情だけ

でなく、否定的な周辺事情も含めて総合的に判断し、「明らかに不合理では

なく、一応、確からしいこと」とまでは言えないとして、年金記録の訂正は

必要でないとの結論を出しており、再度、申立人が名前を挙げた申立期間④

に係るＡ社Ｂ出張所の元労務担当であったとする者に聴取を行ったが、同人

は申立人に係る具体的な被保険者期間、保険料控除額等を記憶しておらず、

その供述内容は曖昧であり、これは申立人が主張する基本方針に基づく肯定



的な周辺事情の例とは言い難いことから、既に年金記録確認第三者委員会の

決定に基づき、平成 23 年８月４日付けで、年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

 第５回目の申立てに当たり、申立人は、申立期間を申立期間①は昭和 36

年４月及び同年５月、申立期間②は同年５月から同年 10 月まで、申立期間

③は同年10月から38年６月までと国民皆年金制度が確立され年金制度が整

備されたと考える 36 年４月以降に限定の上、申立期間当時、申立人は、土

木建築業者に雇用される基幹要員であったことから、当時の法令に従えば、

当然に厚生年金保険に加入しているはずであるとして再申立てを行ってい

る。 

 しかしながら、申立人は、当時の法令に合わせて記録を訂正してほしいと

主張するのみであり、申立人からは申立期間において給与から保険料が控除

されていたことを示す新たな資料や情報の提出は無く、そのほか年金記録確

認第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、既に同委員会の決定に基づき、平成 24 年３月８日付けで、年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   

   

  ２ 今回の申立てに当たり、申立人は、申立期間を昭和 36年 10月から 38年

６月までと厚生年金保険料控除についてＡ社Ｂ出張所の元労務担当者から

の証言が得られている期間に限定の上、当該期間に申立人が勤務していた同

社Ｂ出張所において、別の班の帳付として勤務していた同僚に記録が有るの

に、申立人に記録が無いことに納得できないとして再申立てを行っている。 

  しかしながら、申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ出張所の元労務担当であっ

たとする者が提出している文書は、根拠となる具体的な被保険者期間や厚生

年金保険料控除額等は一切記載が無く、これは申立人が主張する基本方針に

基づく肯定的な周辺事情の例とは言い難い。 

また、申立人が新たに名前を挙げた同僚４人のうち、３人は既に死亡して

おり、残りの１人は、Ａ社Ｂ出張所での勤務期間中は厚生年金保険料の控除

は無かったとしているとともに、申立人の厚生年金保険の加入等についても

具体的な供述は得られなかった。 

このほか、年金記録確認第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人が、厚生年金保険被保険者として、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

  



中国（広島）厚生年金 事案 2873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 47年 10月 27日から 49年３月 20日まで 

   私は、時期ははっきり覚えていないが、申立期間の直前に勤務していた事

業所の同僚に誘われてＡ社に就職し、トラックの運転手として２回勤務した。

２回目に勤務した時の厚生年金保険の加入記録は有るのに、それより長く勤

務した申立期間の記録が無いことに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述等から、申立人は、申立期間の当時、申立事業所に勤務し

ていたことがあるものと推認されるが、勤務の時期等については特定できない。 

また、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同事

業所に係る商業登記簿も見当たらず、当時の事業主等は連絡先が不明であるこ

とから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

さらに、同僚が申立事業所の従業員として名前を挙げた他の同僚のうち、同

事業所における厚生年金保険の加入記録を確認できない者が複数みられ、申立

期間当時、同事業所では、必ずしも従業員の全てを厚生年金保険に加入させる

取扱いではなかったことがうかがえる。 

加えて、申立事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期間に

おいて健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人の名前も見当たらない。 

このほか、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、ほかに

保険料が控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



中国（広島）厚生年金 事案 2874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 33年９月 23日から 34年１月１日まで 

私は、昭和 33年９月 23日から同年 12月 31日までＡ社に勤務していたに

もかかわらず、同社における厚生年金保険被保険者記録が無いことに納得で

きないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る在職証明書、Ａ社から提出された人事関係書類及び同社の回答

から、申立人が、昭和 33年９月 23日から同年 12月 31日まで、同社に勤務し

ていたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「給与関係の台帳及び厚生年金保険の届出に係る書

類については、保存年限を経過しているため廃棄されており、資格取得の届出、

厚生年金保険料の控除等については不明。」と回答しており、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人の前任及び後任とみられる４人の同僚のうち、２人については、

Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録が見当たらず、申立期間当時、同社

では、勤務形態や勤務期間等によって、必ずしも勤務する全ての従業員を一律

に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立期間におけるＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人の氏名は見当たらず、健康保険番号に欠番も無い。 

このほか、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、ほかに

保険料が控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 




